
　
日
本
共
産
党
の
真
島
省
三
衆
院
議

員
は
２
月
６
日
の
予
算
委
員
会
で
、

福
島
原
発
事
故
以
降
も
原
発
を
公
益

と
し
つ
づ
け
て
い
る
こ
と
や
、
２
０

１
３
年
に
厚
労
省
通
達
に
よ
り
原
発

再
稼
働
審
査
業
務
が
残
業
時
間
規
制

の
適
用
除
外
に
追
加
さ
れ
て
い
る
問

題
で
追
及
。「
過
労
死
ラ
イ
ン
を
超

え
る
残
業
に
法
的
お
墨
付
き
を
与
え

て
は
、
異
常
な
長
時
間
労
働
や
過
労

死
は
根
絶
で
き
な
い
」
と
迫
り
、
塩

崎
厚
労
大
臣
か
ら
「（
２
０
１
３
年

の
通
達
は
）
見
直
し
を
行
う
方
向
で

労
働
基
準
局
で
十
分
に
検
討
さ
せ
た

い
」と
の
答
弁
を
引
き
出
し
ま
し
た
。

質
問
の
ポ
イ
ン
ト
を
紹
介
し
ま
す
。

　
厚
労
省
は
「
残
業
時
間
限
度
基
準
」
を

月
45
時
間
、
年
３
６
０
時
間
な
ど
と
定
め

る
一
方
、
大
臣
告
示
で
、「
公
益
上
の
必

要
性
」
に
よ
り
厚
労
省
労
働
基
準
局
長
が

指
定
す
る
も
の
は
適
用
除
外
に
。
電
気
事

業
で
は
、
こ
れ
ま
で
、
原
発
の
定
期
検
査

に
か
か
わ
る
事
業
が
適
用
除
外
と
さ
れ
て

き
ま
し
た
。

●
真
島
議
員　
「
公
益
事
業
」
と
は
「
公

衆
の
日
常
に
欠
か
せ
な
い
事
業
」
の
こ
と

だ
が
、
ど
の
世
論
調
査
で
も
再
稼
働
反
対

が
５
割
を
超
え
て
い
る
。
東
京
電
力
福
島

第
１
原
発
事
故
で
原
発
の
公
益
性
の
意
味

は
変
わ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

〇
塩
崎
恭
久
厚
労
大
臣　
電
気
事
業
自
体

に
公
益
性
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
事
故
前

後
で
変
わ
っ
て
は
い
な
い
。

●
真
島
議
員　
本
当
に
驚
く
べ
き
答
弁

だ
。
国
民
は
原
発
の
危
険
性
、
事
故
の
深

刻
さ
を
目
の
当
た
り
に
し
、
公
益
性
の
前

提
で
あ
っ
た
安
全
神
話
は
崩
壊
し
た
。

　
真
島
議
員
は
、「
ベ
ー
ス
ロ
ー
ド
電
源

の
根
拠
と
し
て
い
る
〝
安
定
的
〞
〝
安
い

〞
は
真
っ
赤
な
嘘
だ
と
は
っ
き
り
し
た
。

原
発
は
公
益
事
業
と
い
う
根
拠
は
崩
れ
て

い
る
」
と
訴
え
、
残
業
規
制
の
適
用
除
外

の
撤
回
を
求
め
ま
し
た
。

●
真
島
議
員　
（
川
内
原
発
な
ど
は
）
再
稼

働
の
審
査
を
終
え
た
。
適
用
除
外
の
期
間

は
終
了
し
て
い
る
か
？

〇
労
働
基
準
局
長　
終
了
し
て
い
る
。

　
真
島
議
員
は
、九
電
や
四
国
電
力（
四
電
）

で
適
用
除
外
期
間
が
終
了
し
た
後
も
限
度

基
準
を
超
え
た
長
時
間
残
業
が
横
行
し
て

い
る
こ
と
を
告
発
。「
厚
労
省
が
電
力
会
社

の
望
み
通
り
に
適
用
除
外
に
し
て
き
た
こ

と
が
、
電
力
会
社
の
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
を

生
み
出
し
て
い
る
」
と
批
判
し
、
九
電
と

四
電
に
対
す
る
調
査
と
指
導
を
求
め
ま
し

た
。
こ
れ
に
対
し
塩
崎
厚
労
大
臣
は
「
新

規
制
基
準
へ
の
適
合
性
審
査
の
業
務
が
終

了
し
た
場
合
は
適
用
除
外
の
措
置
は
終
了

す
る
。
大
臣
告
示
（
月
４
５
時
間
、
年
３

６
０
時
間
な
ど
）
の
範
囲
で
三
六
協
定
を

締
結
す
る
必
要
が
あ
る
。も
し
そ
れ
を
破
っ

て
い
れ
ば
当
然
指
導
し
な
け
れ
ば
い
け
な

い
」
と
答
え
ま
し
た
。

●
真
島
議
員　
再
稼
働
の
審
査
を
適
用
除

外
に
し
た
通
達
は
見
直
し
、
定
期
検
査
な

ど
適
用
除
外
全
体
を
見
直
す
べ
き
だ
。

〇
塩
崎
厚
労
大
臣　
全
体
に
つ
い
て
は
働

き
方
改
革
実
現
会
議
で
議
論
。
２
０
１
３

年
の
通
達
は
見
直
す
方
向
で
検
討
す
る
。

★
通
達
を
廃
止
す
れ
ば
、
玄
海
原
発

の
再
稼
働
審
査
も
月
45
時
間
、
年
３

６
０
時
間
ま
で
に
。

　
厚
労
省
は
２
０
１
３
年
11
月
、
原
子
力

規
制
委
員
会
の
新
規
制
基
準
の
審
査
に
か

か
わ
る
業
務
も
公
益
事
業
で
あ
り
「
集
中

的
な
作
業
が
必
要
」
だ
と
し
て
、
残
業
規

制
の
適
用
除
外
と
し
ま
し
た
。

　
昨
年
こ
の
問
題
が
明
ら
か
に
な
っ
て
以

降
、
日
本
共
産
党
は
、
高
橋
千
鶴
子
衆
院

議
員
、
倉
林
明
子
参
院
議
員
が
繰
り
返
し

と
り
上
げ
て
き
ま
し
た
。

　
真
島
議
員
の
質
問
に
対
し
、
山
越
労
働

基
準
局
長
は
、
通
達
は
九
州
電
力
の
要
望

を
踏
ま
え
て
出
し
た
も
の
だ
と
し
な
が
ら
、

他
の
電
力
会
社
か
ら
は
要
望
が
な
か
っ
た

が
適
用
除
外
に
し
た
と
答
弁
。

●
真
島
議
員　
審
査
業
務
に
は
期
限
が
あ

る
の
か
。

〇
田
中
規
制
委
委
員
長　
期
限
は
設
け
て

い
な
い
。

●
真
島
議
員　
田
中
委
員
長
は
昨
年
、「
事

業
者
に
審
査
の
対
応
を
急
が
せ
た
こ
と
は

な
い
」
と
も
答
弁
し
て
い
る
。
審
査
業
務

を
誰
が
急
が
せ
て
い
る
の
か
。

〇
塩
崎
厚
労
大
臣　
一
義
的
に
は
、
急
ぐ

の
は
事
業
者
の
問
題
だ
と
考
え
て
い
る
。

　
真
島
議
員
は
、
九
電
社
長
が
一
昨
年
の

株
主
総
会
で
「
原
発
停
止
で
厳
し
い
経
営

状
況
が
続
い
て
い
る
。
一
日
も
早
い
再
稼

働
を
目
指
す
」
と
述
べ
て
い
た
こ
と
を
紹

介
。
原
発
再
稼
働
に
突
き
進
む
電
力
会
社

の
た
め
に
、
労
働
者
が
犠
牲
に
な
っ
て
い

る
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
し
ま
し
た
。

　
さ
ら
に
真
島
議
員
が
「
過
労
状
態
で
の

作
業
は
ヒ
ュ
ー
マ
ン
エ
ラ
ー
の
リ
ス
ク
と

な
る
の
で
は
」
と
た
だ
し
た
の
に
対
し
、

世
耕
経
産
大
臣
は
「
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

適
切
な
従
業
員
の
労
働
環
境
や
体
制
の
確

保
を
行
う
の
は
当
然
」
と
答
え
ま
し
た
。

原発再稼働
審査業務 「通達見直し検討する」（厚労大臣）　真島議員が追及

労働基準法32条の原則
原
則

例
外
特
別
条
項

適
用
除
外

残業は原則禁止 労働時間は週40時間、
1日8時間まで

三六協定（労働基準法36条）の抜け穴

残業可能に（※１） 残業は週15時間、月45時間、
年間360時間まで

さらに特別条項付き協定
で時間制限なし（※１）

時間延長の限度なし
（※１）

年間360時間の範囲で
時間延長の限度なし
（※２）

「臨時的なもの」（1年の半分
を超えないと見込まれるもの）
は時間制限なく残業可能

・工作物の建築等の事業
・自動車の運転の業務
・新技術、新商品等の
　研究開発の業務
・「季節的要因」「公益上の必要」
　があるとして労働基準局長
　が指定するもの

※1　1998年 12月 28日　労働省告示第154号
※2　1999年 1月29日　基発第44号
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北海道　泊（１・２・３）
東　京　柏崎刈羽（６・７）
関　西　大　飯（３・４）
　　　　高　浜（３・４）　終了
四　国　伊　方（３）　　　終了
九　州　川　内（１・２）　終了
　　　　玄　海（３・４）

電力会社 審査
状況対象原発

2013 年通達の対象

川
内
原
発
の
適
用
除
外
期
間
は
す
で
に
終
了
（
真
島
議
員
）

月
45
時
間
等
違
反
な
ら
、
当
然
指
導
の
対
象
に
な
る
（
厚
労
大
臣
）

審
査
業
務
急
ぐ
の
は
事
業
者
の
問
題
（
厚
労
大
臣
）

電
力
会
社
の
も
う
け
の
た
め
に
労
働
者
が
犠
牲
に
な
っ
て
い
る
（
真
島
議
員
）

原
発
の
〝
公
益
性
〞
〝
安
全
性
〞
は
崩
壊
し
た

九電の要望で、国が “再稼働ありき” の残業規制外しの通達九電の要望で、国が “再稼働ありき” の残業規制外しの通達


